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情
報
あ
れ
こ
れ

　

実
施
す
る
内
容
は
、
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土

等
規
制
法（
盛
土
規
制
法
）

の
運
用
開
始
に
つ
い
て

身
近
で「
何
か
お
か
し
い
な
」

と
感
じ
た
ら
情
報
提
供
を
！

　

税
関
で
は
、大
阪
・
関
西
万

博
の
開
催
に
伴
い
、テ
ロ
防
止
に

全
力
で
取
り
組
ん
で
お
り
、爆
発

物・銃
器
等
テ
ロ
関
連
物
資
の
密

輸
入
阻
止
を
重
要
課
題
の
一
つ

と
位
置
付
け
、各
種
検
査
を
強
化

す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
効
果
的
な
水
際
取
締
り
を
実

施
す
る
た
め
に
は
、皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、

本
対
策
の
趣
旨
に
ご
理
解
を
い

た
だ
く
と
と
も
に
、身
近
で
何
か

不
審
と
思
わ
れ
る
状
況
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、

◦
密
輸
ダ
イ
ヤ
ル（
24
時
間
受
付
）

　
☎
０
１
２
０（
４
６
１
）９
６
１

へ
お
願
い
し
ま
す
。

　

  

神
戸
税
関
松
山
税
関
支
署

　
☎
０
８
９（
９
５
１
）０
３
１
９

問
　
食
品
を
取
り
扱
う
事
業
者
が

取
り
組
む
食
品
ロ
ス
削
減
策
に

対
す
る
経
費
を
補
助
し
ま
す
。詳

し
く
は
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

補
助
例

・「
て
ま
え
ど
り
」や「
食
べ
き
り
」

を
呼
び
か
け
る
ポ
ス
タ
ー
等
製
作
費

・
食
べ
残
し
た
料
理
を
持
ち
帰
る

た
め
の
ド
ギ
ー
バ
ッ
グ
の
導
入
経
費

募
集
期
間

　
５
月
１
日
木
～
６
月
30
日
月

補
助
率
お
よ
び
補
助
限
度
額

補
助
率
２
分
の
１
、限
度
額

20
万
円
以
内

　

  

愛
媛
県
循
環
型
社
会
推
進
課

☎
０
８
９（
９
１
２
）２
３
５
６

問

令
和
７
年
度
愛
媛
県
事
業
系

食
品
ロ
ス
削
減
ト
ラ
イ
ア
ル

補
助
事
業
の
募
集

問

持

日

相談内容 日時 場所 問い合わせ

心配ごと相談 ５月 15 日木  13 時 30分～15 時 30 分 社会福祉協議会 社会福祉協議会
☎（962）7100

行政相談 ５月 15 日木   9 時～ 12 時 中央公民館 総務課総務管理係
☎（962）6110５月 24 日土  10 時～ 12 時 ひろた交流センター

人権相談 ５月 15 日木   9 時～ 12 時 中央公民館 社会教育課社会教育係
☎（962）5952

各 種 相 談

マイナンバーカードや証明書交付の
休日受付

　  ６月１日日９時～ 13 時
　  町民課
　  マイナンバーカードの受け取り

交付・更新申請
住民票・印鑑・戸籍などの証明書の発行

日
場場
内

　  ◦交付通知書（はがき）
◦マイナンバーカード（更新の場合）
◦本人確認書類（運転免許証など）
　※交付申請の場合は、必要なものが申請者により
　　異なりますので、お問い合わせください。

　   町民課  戸籍住民係　☎（962）2026

持

問

平日にマイナンバーカードの手続きや
証明書の交付などができない人はご利用ください。

第
41
期　
愛
媛
県
高
齢
者

大
学
校　
受
講
者
募
集

　
県
内
に
お
住
ま
い
の
活
動
意
欲

の
あ
る
シ
ニ
ア
の
人
！
新
し
い
こ

と
を
勉
強
し
た
り
、学
習
活
動
を

通
し
て
新
し
い
仲
間
と
ふ
れ
あ
い
、

交
流
の
輪
を
広
げ
ま
せ
ん
か
？

詳
細
は
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

  

４
月
25
日
金
～
５
月
30
日
金

　
  

60
人（
定
員
超
の
場
合
抽
選
）

　
  

県
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人

　
  

愛
媛
県
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
８
９（
９
２
１
）５
１
４
０

申定対問

詳しくは
HP をご覧
ください

詳しくは
HP をご覧
ください

詳しくは
HP をご覧
ください

　

令
和
３
年
７
月
に
熱
海
市
で

発
生
し
た
土
石
流
災
害
の
発
生

を
受
け
、盛
土
規
制
法
が
施
行
さ

れ
ま
し
た
。こ
の
た
め
県
で
は
、令

和
７
年
５
月
23
日
か
ら
、盛
土
規

制
に
関
す
る
区
域
を
指
定
し
、規

制
の
運
用
を
開
始
し
ま
す
。一
定

規
模
の
盛
土
等
を
行
う
場
合
は
、

工
事
の
前
に
、許
可
又
は
届
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、県
の
窓

口
へ
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

  

愛
媛
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
☎
０
８
９（
９
１
２
）２
７
３
５

問

砥
部
地
区
に
あ
る
陶
祖
ケ

丘
の
新
緑
で
す
。
砥
部
焼

の
陶
板
も
絵
柄
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
青
葉
の
美
し
さ

と
と
も
に
楽
し
め
ま
す
。

今月号の表紙写真


